
自転車の交通事故を防ぐため、交通事故につながる危険な運転行為などの悪質・
危険な交通違反に交通反則通告制度（青切符）が導入され、検挙後の手続が変わります。
※ 酒気帯び運転等の重大な違反については、従来どおり、刑事事件の対象。

令和８年３月号

お
お
し
ま
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宗像地区防犯協会ホームページ http://www1.odn.ne.jp/munakatabohan/

宗像警察署
大島駐在所

TEL 72-2110

令和８年４月１日から悪質・危険な自転車の交通違反に対する交通反則通告制度が導入されます。
島民で自転車を利用している人は多くはありませんが、大島も当然例外ではありません。
まずは、島民が観光客（レンタサイクル利用者）の模範となり、交通ルールを遵守し、交通事故ゼロを

目指すと共に、自転車による危険な運転ができない環境を作りましょう！！

駐在所（竹房）からの一言


